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  平成３０年３月３０日 

                  呉市長 新 原 芳 明 

呉市条例第４１号 

呉市特別職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

呉市特別職員退職手当支給条例（昭和３３年呉市条例第３３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項中「（以下「退職手当」という。）」を削る。 

 第３条第１項中「呉市職員退職手当支給条例（昭和３８年呉市条例第１５号）」

を「退職手当条例」に改め，同条第２項中「他の地方公共団体の職員又は国家公務

員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条に規定する者（以下「他の地方

公務員等」という。）」を「他の地方公務員等」に改め，同条を第４条とし，第２

条の次に次の１条を加える。 

 （退職手当の特例） 

第３条 他の地方公共団体の職員又は国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１

８２号）第２条に規定する者（以下「他の地方公務員等」という。）が引き続い

て特別職員となった場合には，当該他の地方公務員等に対する退職手当に関する

規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間は，その者の特別職員としての

在職期間に通算する。 

２ 前項に規定する場合における退職手当の額は，前条第２項及び第３項の規定に

かかわらず，次に掲げる額の合計額とする。 

 (1) 特別職員としての在職期間について，前条第２項及び第３項の規定により算

定して得た額 

 (2) 他の地方公務員等としての在職期間について，他の地方公務員等を退職した

日における給料月額又は俸給月額（国家公務員退職手当法第３条第１項に規定

する俸給月額をいう。）及び在職期間を基礎として，当該他の地方公務員等を

退職した日に呉市職員を退職したものとみなして，呉市職員退職手当支給条例

（昭和３８年呉市条例第１５号。以下「退職手当条例」という。）の適用を受

ける職員の例により算定して得た額 

   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 


